
第６０号議案

芦屋市個人情報保護法施行条例の制定について

芦屋市個人情報保護法施行条例を別紙のように定める。

令和４年１１月２９日提出

                    芦屋市長 伊 藤  舞   

提案理由

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による個人情報の保

護に関する法律の一部改正に伴い、法の施行に関し必要な事項を定めるため、この条例

を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

芦屋市個人情報保護法施行条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下

「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平

成１５年政令第５０７号）で使用する用語の例による。 

（定義） 

第３条 この条例において「実施機関」とは、市長、消防長、教育委員会、選挙管理

委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び財

産区をいう。 

（法第７５条第５項の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿） 

第４条 実施機関は、法第７４条第２項各号のうち第９号のみに該当して個人情報フ

ァイル簿の作成等の適用除外となった個人情報ファイルについて、帳簿を作成し、

公表するものとする。ただし、個人が特定される場合はこの限りでない。 

（開示請求に係る手数料等） 

第５条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料

とする。 

２ 法第８７条の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの

作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。 

（開示決定等の期限） 

第６条 開示決定等は、開示請求があった日から１５日以内にしなければならない。

ただし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に

要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場

合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の

理由を書面により通知しなければならない。 
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（開示決定等の期限の特例） 

第７条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日

から４５日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著し

い支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開

示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等を

し、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。こ

の場合において、実施機関は、前条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対

し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

（審査会への諮問） 

第８条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱

いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める

ときは、芦屋市附属機関の設置に関する条例（平成１８年芦屋市条例第５号）第２

条の表に規定する芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。 

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合 

(2) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合 

(3) 前２号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細

則を定めようとする場合 

（運用状況の公表） 

第９条 市長は、毎年度、法及びこの条例に基づく実施機関における個人情報保護制

度の運用状況について、公表しなければならない。 

（補則） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施

機関が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（旧条例の廃止） 

第２条 芦屋市個人情報保護条例（平成１６年芦屋市条例第１９号。以下「旧条例」

という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 次に掲げる者に係る旧条例第１３条の規定によるその業務に関して知り得た
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旧条例第２条第２号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）の内容を

みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前

条の規定の施行後も、なお従前の例による。 

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第２条第１号に規定する実施機関（以下「旧

実施機関」という。）の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機

関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに

従事していた者 

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受け

た業務に従事していた者 

２ 前条の規定の施行の日前に旧条例第１７条第１項、第２８条第１項又は第３４条

第１項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開

示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。 

３ 前条の規定の施行の日前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は

開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求につい

ては、なお従前の例による。 

４ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機

関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第２条第５号に規定

する保有個人情報を含む情報の集合物であって、個人情報取扱事務の目的を達成す

るために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体

系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を

前条の規定の施行後に提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

に処する。 

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前

において旧実施機関の職員であった者 

(2) 第１項第２号に掲げる者 

５ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において

旧実施機関が保有していた旧条例第２条第５号に規定する保有個人情報を前条の規

定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した

ときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

６ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関して、前２項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対しても各項の罰金刑を科する。 

７ 前３項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 
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第４条 附則第２条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした行為及びこ

の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施

行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（芦屋市附属機関条例の一部改正）

第５条 芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部を次のように改正する。

第２条の表市長芦屋市情報公開・個人情報保護審査会の項を次のように改める。

芦屋市情報公

開・個人情報保

護審査会 

(1) 芦屋市情報公開

条例（平成１４年

芦屋市条例第１５

号）第１６条第３

項及び第４項の規

定による諮問に応

じ審査請求につい

て調査審議するこ

と。 

(2) 情報公開制度の

運用と改善に関す

る事項について調

査審議すること。

(3) 個人情報の保護

に関する法律（平

成１５年法律第５

７号）第１０５条

第３項において準

用する同条第１項

の規定による諮問

に応じ審査請求に

ついて調査審議す

ること。 

(4)  芦屋市個人情報

６人以内 情報公開及び個人情報保護

に関して識見を有する者 

２年 
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保護法施行条例

（令和４年芦屋市

条例第  号）第

８条の規定による

諮問に応じ調査審

議すること。 

(5) 特定個人情報保

護評価に関する規

則（平成２６年特

定個人情報保護委

員会規則第１号）

第７条第４項の規

定により、行政手

続における特定の

個人を識別するた

めの番号の利用等

に関する法律（平

成２５年法律第２

７号）第２８条第

１項に規定する評

価書に記載された

同法第２条第９項

に規定する特定個

人情報ファイルの

取扱いに関する事

項について調査審

議すること。 
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参 照 １ 

芦屋市個人情報保護法施行条例の制定要綱 

１ 制定の趣旨 

  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による個人情報の

保護に関する法律（以下「法」という。）の一部改正に伴い、法の施行に関し必要な

事項を定めるため、この条例を制定しようとするもの。

２ 制定の内容 

(1) 用語（第２条関係） 

この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令で使用す 

る用語の例による。 

(2) 定義（第３条関係） 

この条例において「実施機関」とは、市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員 

会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び財産区 

をいう。 

(3) 法第７５条第５項の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿 

（第４条関係） 

   実施機関は、個人情報ファイル簿の作成等の適用除外となった千人未満の個人

情報ファイルについて、帳簿を作成し、公表する。ただし、個人が特定される場合

はこの限りでない。 

(4) 開示請求に係る手数料等（第５条関係） 

  ア 開示請求の手数料の額は、無料とする。 

  イ 開示の実施に当たり、写しの交付を受ける者は、規則で定めるところによ

り、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。 

(5)  開示決定等の期限（第６条関係） 

 ア 開示決定等は、開示請求があった日から１５日以内にしなければならない。

ただし、開示請求書に形式上の不備があり、補正を求めた場合にあっては、当

該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

イ アの期間にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が
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あるときは、アの期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合に

おいて、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の

理由を書面により通知しなければならない。 

(6) 開示決定等の期限の特例（第７条関係） 

   開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日か

ら４５日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著し

い支障が生ずるおそれがある場合には、(5)にかかわらず、実施機関は、開示請

求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、

残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この

場合において、実施機関は、(5)アの期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる

事項を書面により通知しなければならない。 

ア (6)の特例を適用する旨及びその理由 

イ 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

(7)  審査会への諮問（第８条関係） 

実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱い

を確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める

ときは、芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。 

ア この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合 

イ 保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置の基準を定めようとす

る場合 

ウ ア及びイのほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則

を定めようとする場合 

(8) 運用状況の公表（第９条関係） 

   市長は、毎年度、法及びこの条例に基づく実施機関における個人情報保護制度

の運用状況について、公表しなければならない。 

３ 施行期日等 

 (1) 令和５年４月１日  

 (2) 芦屋市個人情報保護条例（平成１６年芦屋市条例第１９号。以下「旧条例」とい

う。）は、廃止する。 

(3) 経過措置 

ア 次に掲げる者に係る業務に関して知り得た個人情報（以下「旧個人情報」と

いう。）の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならな
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い義務については、(2)の施行後も、なお従前の例による。 

(ｱ) (2)の施行の際現に実施機関（以下「旧実施機関」という。）の職員である

者又は(2)の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、(2)の施行

前において旧個人情報の取扱いに従事していた者 

(ｲ) (2)の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業

務に従事していた者 

イ (2)の施行の日前に請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報

の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。 

ウ (2)の施行の日前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示

請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求につい

ては、なお従前の例による。 

エ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、(2)の施行前において旧実施機関が

保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例に規定する保有個人

情報を含む情報の集合物であって、個人情報取扱事務の目的を達成するために

特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的

に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を

(2)の施行後に提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処

する。 

(ｱ) (2)の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は(2)の施行前において旧

実施機関の職員であった者 

(ｲ) ア(ｲ)に掲げる者 

オ エ(ｱ)(ｲ)に掲げる者が、その業務に関して知り得た(2)の施行前において旧実

施機関が保有していた旧条例に規定する保有個人情報を(2)の施行後に自己若し

くは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下

の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

カ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関して、エ及びオの違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対してもエ及びオの罰金刑を科する。 

キ エ、オ及びカの規定は、市の区域外においてこれらの罪を犯した者にも適用

する。 

(4) 旧条例の規定がその効力を失う前にした行為及び(3)イによりなお従前の例に

よることとされる場合における(2)の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。 
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(5) 芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部改正 

   芦屋市情報公開・個人情報保護審査会の担任事務    

改正案 現 行 

情
報
公
開

審査請求について 
情
報
公
開

審査請求について 

制度の運用と改善に関する事項

について 

制度の運用と改善に関する事項

について 

個
人
情
報
保
護

審査請求について 個
人
情
報
保
護

審査請求について 

芦屋市個人情報保護法施行条例

第８条の規定による諮問 

制度の運用と改善に関する事項

について 

特定個人情報ファイルの取扱いに関

する事項 

特定個人情報ファイルの取扱いに関

する事項 
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参 照 ２

  個人情報の保護に関する法律抜粋 

（安全管理措置） 

第６６条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の

保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（第２項省略） 

（個人情報ファイルの保有等に関する事前通知） 

第７４条 （第１項省略） 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

 （第１号から第８号まで省略） 

(9)  本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル 

 （第１０号及び第１１号省略） 

（第３項省略） 

（開示請求の手続） 

第７７条 （第１項省略） 

（第２項省略） 

３ 行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求

をした者（以下この節において「開示請求者」という。）に対し、相当の期間を定

めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長等は、開

示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

（開示の実施） 

第８７条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されて

いるときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種

別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。ただし、

閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長等は、当該保有個

人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認める

とき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができ

る。 
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（第２項から第４項まで省略） 

個人情報の保護に関する法律抜粋（令和５年４月１日施行） 

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第７５条 （第１項省略） 

（第２項から第４項まで省略） 

５ 前各項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が、条例で定めると

ころにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記

載した帳簿を作成し、公表することを妨げるものではない。 

（手数料） 

第８９条 （第１項省略） 

２ 地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実

費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。 

（第３項から第９項まで省略） 

個人情報の保護に関する法律施行令抜粋 

（個人情報ファイルの保有等に関する事前通知） 

第１９条 （第１項省略） 

２ 法第７４条第２項第９号の政令で定める数は、千人とする。 

（第３項省略） 

60-12



60-13

第６０号議案説明資料



60-14



芦屋市個人情報保護法施行条例案の概要 

１ 法改正と条例制定について 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に

よる個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）の改正に伴って地

方公共団体の個人情報保護制度が同法に一元化され、全国的な共通ルールと

して令和５年４月１日から施行されることとなった。そのため、現行の芦屋

市個人情報保護条例（以下「現行条例」という。）を廃止するとともに、法

の施行に関し必要な事項を定めるための施行条例を制定する。 

２ 条例で定める事項 

(1) 条例で定める必要がある事項 

  ア 開示請求に係る手数料 

  イ 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料（匿名加工情報の提供を

実施する場合）  

 (2) 条例で定めることが法律上許容されている事項 

ア 開示決定等の期限 

イ 審査会への諮問（専門的な知見に基づく意見） 

ウ 個人情報ファイル簿（保有する個人情報の利用目的・記録項目等を記

載した帳簿）とは別の帳簿の作成・公表 

エ 条例要配慮個人情報  

  オ 不開示情報（情報公開条例との整合性）  

３ 条例制定の内容 

現行条例において定めている個人情報の取扱いについては、今後は法を適

用する。施行条例に規定する事項は、基本的に法で定めることが認められて

いるもののみとなり、主な内容は以下のとおりとなる。 

(1) 開示請求に係る手数料等 

・開示請求に係る手数料の額 無料（現行と同じ） 

・写しの交付及び送付に要する費用については、規則に定める額の負担
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を求める。（現行と同じ） 

(2) 開示決定等の期限 

・開示決定の期限 １５日以内（現行と同じ。法は３０日以内） 

・期限の延長   ３０日以内（現行は４５日以内。法は３０日以内） 

・期限の特例（著しく大量な場合に相当の部分について開示決定等をする期限）

４５日以内（法は６０日以内）    

(3) 審査会への諮問 

法の規定に基づく審査請求のほか、施行条例の改廃、保有個人情報の安

全管理に係る基準の策定、運用上の細則の策定をする場合において、個人

情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くこと

が特に必要なときは、芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に諮問できる。 

(4) 個人情報ファイル簿とは別の帳簿の作成・公表 

  法において、個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルの本人の数が１，

０００人以上の場合に作成・公表するが、本市においては現行条例で、本

人の数に制限なく個人情報取扱事務登録簿を作成・公表しているため、１，

０００人未満の場合についても、個人情報ファイル簿とは別の帳簿として

作成し、公表することとする。これに伴い、現行の個人情報取扱事務登録

簿は廃止する。 

(5) 運用状況の公表 

毎年度、個人情報保護制度の運用状況について公表する。（現行と同じ） 

４ 条例で定めない事項について 

(1) ２(1)イ 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料 

本市において行政機関等匿名加工情報の提供制度を導入するか否かを

決定するに当たっては、この制度の実施が活力ある地域経済社会の創出や

豊かな国民（住民）生活の実現に資するものであるか、本市の行政の事務・

事業の適正かつ円滑な運営や住民の権利利益の保護に支障のない範囲で

行えるものなのかといった点について慎重に検討することが必要である

ため、現段階では導入しない。従って手数料は規定しない。 

(2) ２(2)エ 条例要配慮個人情報
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現時点では、本市においては、条例要配慮個人情報として定めるべき特

段の地域的事情のある個人情報は見当たらないため、施行条例では条例要

配慮個人情報を規定しないこととし、今後、社会情勢の変化や本市におけ

る諸施策の動向等を踏まえ必要に応じて適宜見直しを図ることとする。  

 (3) ２(2)オ 不開示情報（情報公開条例との整合性）

改正法と本市の情報公開条例の規定を比較検討した結果、施行条例の策

定に当たって情報公開条例との間で特に調整を行うべき事項を見出すこと

はできないため、新たな規定は設けない。 

60-17



芦屋市個人情報保護法施行条例施行規則（未定稿） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、芦屋市個人情報保護法施行条例（令和４年芦屋市条例

第  号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語は、個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号。以下「法」という。）及び個人情報の保護に関する法

律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「令」という。）で使用する

用語の例による。 

（個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿） 

第３条 条例第４条の規定による個人情報の保有の状況に関する事項を記載

した帳簿の作成及び公表は、法及び令の定めにより行うものとする。 

 （開示の実施方法） 

第４条 保有個人情報の開示について、法第８７条第１項の行政機関等が定

める方法は、別表に定めるものとする。 

２ 個人情報の閲覧又は視聴をする者は、関係職員の指示に従うとともに、

当該個人情報が記録されている物を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に

取り扱わなければならない。 

３ 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、個

人情報が記録されている公文書の閲覧又は視聴を中止させることができ

る。 

 （交付等に要する費用） 

第５条 条例第５条第２項に規定する規則で定める費用の額は、別表に掲げ

る公文書の種別ごとに、開示の実施方法に応じ、それぞれ同表に定める額

とする。 

２ 前項に規定する費用は、前納しなければならない。 

３ 送付に要する費用について、令第２８条第４項の規則で定める方法は、

納付書により前納することとする。 

（弁明書の写しの添付） 

第６条 法第１０５条の規定による諮問は、法第１０６条第２項の規定によ

り読み替えて適用する行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２９
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条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

（運用状況の公表） 

第７条 条例第９条に規定する運用状況の公表は、告示、市広報紙及び市ホ

ームページへの掲載により行うものとする。 

 （補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第４条、第５条関係） 

公文書の種別 開示の実施方法 交付に要する 

費用の額 

１ 文書又は図画

（２の項に該当

す る も の を 除

く。） 

ア 閲覧 無料

イ 用紙に複写したものの交付（日本産業

規格 A 列３番（以下「A３判」という。）

まで） 

１枚につき

白黒 １０円

カラー ５０円

ウ 用紙に複写したものの交付（A３判を

超えるもの） 
実費相当額

２ 写真フィルムア 当該写真フィルムを印画紙に印画し

たものの閲覧 
無料

イ 当該写真フィルムを印画紙に印画し

たものを複写機により複写したものの

交付（A３判まで） 

１枚につき

白黒 １０円

カラー ５０円

ウ 当該写真フィルムを印画紙に印画し

たものを複写機により複写したものの

交付（A３判を超えるもの） 

実費相当額

３ 録音テープ ア 専用機器により再生したものの聴取 無料

イ 録音カセットテープに複写したもの

の交付 
実費相当額

４ ビデオテープア 専用機器により再生したものの視聴 無料

イ ビデオカセットテープに複写したも

のの交付 
実費相当額

５  電 磁 的 記 録

（３及び４の項

に該当するもの

を除く。） 

ア 用紙に出力したものの閲覧 無料

イ 専用機器により再生したものの閲覧

又は視聴 
無料

ウ 用紙に出力したものの交付（A３判ま

で） 

１枚につき

白黒 １０円

カラー ５０円

エ 用紙に出力したものの交付（A３判を

超えるもの） 
実費相当額

オ フロッピーディスクに複写したもの

の交付 

１枚につき

３０円
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カ 光ディスク（日本産業規格 X０６０６

及び X６２８１に適合する直径が１２０

ミリメートルの光ディスクの再生装置

で再生することが可能なものに限る。）

に複写したものの交付（CD―R） 

１枚につき

１００円

キ 光ディスク（日本産業規格 X６２４１

に適合する直径が１２０ミリメートル

の光ディスクの再生装置で再生するこ

とが可能なものに限る。）に複写したも

のの交付（DVD―R） 

１枚につき

１５０円

ク フラッシュメモリーに複写したもの

の交付 

１個につき

１，０００円

備考 

１ １の項イ若しくはウ、２の項イ若しくはウ又は５の項ウ若しくはエ

の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を１枚として額

を算定する。 

２ この表に記載のない開示の実施に係る費用は、公文書の種別を勘案

し、類似の開示の実施方法と同額とする。 

３ 複写したものの交付による場合、交付部数は１部とする。 
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